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札幌大学教職員組合ニュース 

No.2 2018 年 10 月 22 日 札幌大学教職員組合書記局  発行  

組合事務室は１号館２階１２１０です。  Ema i l：su . t radeun ion@gma i l . com 

また受理されなかった３６協定書 
 

届け出の受理と届け出に関する判断の検討とは別 

組合からの問いかけに、法人・事務局側が答えを出しました。前号組合ニュースにおいて、１０月５日の信任

投票の追加投票について問題点を示し、労基署は３６協定書を受理するのだろうかと疑念を出しました。そ

れに対して、法人・事務局側は１０月１１日の午後に以下のような通知を全教職員にメールで一斉配信し、それ

に答えました。さらに、同通知文を学内の数カ所に掲示もしています。通知文は、法人・事務局側が「２週間の

異議申立て期間を置く」という要領第１８条第２項を無視して、１０月５日の投票終了後に３６協定書を労基署

に届け出たものの、協定書はまだ受理されていない、としています。 

 

職員各位 

 

３６協定締結に係る過半数代表者の選出については、先般、労働基準監督署からの指導により、選挙

管理委員会において、選挙公示日（７月１０日）に雇用契約にある学生アルバイトを対象に追加の投票

が行われたところであり、その結果、１０月５日に過半数代表者が選出されました。 

法人は、同日付けで過半数代表者との間で協定を締結し、労働基準監督署に協定書の届け出を行

いましたが、労基署では、同署に対して今般の本学における選挙が無効である旨の声が寄せられてい

ることを踏まえ、現在、協定書の取扱いについて検討中であり、今月中に判断がなされる見込みであ

ることをお知らせします。 
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札 幌 大 学 

 総務部総務人事課 
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この通知文の波線部分には省略された部分があり、悪質なあいまい表現がなされています。日本では、

行政手続法の定めにより、役所は形式が整っていれば届け出を受理しなければなりません。たとえどんな

声が寄せられたとしても、労働基準監督署も要件が整っていれば届け出を受理するはずです。届け出の内

容が適正であるかどうかの判断と、届け出の受理とは、本来別なのです。 

しかし、波線部分には、「届け出を行った結果、受理されたのかどうか」という肝心の部分が書かれていま

せん。もし受理されたのであれば、「受理された」と書くはずです。それが無いということは、受理されなか

ったのでしょう。そして、受理とは別である「協定書の取扱い」へと続いています。労基署は、適正であるか

どうかの判断について検討中であり、その判断が今月中になされる見込みである、というのです。 
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１０月１１日付け通知文による法人・事務局側の責任逃れにだまされてはいけない 

前に書いたように、どんな声が寄せられようが、労基署は要件が整っていると見なせば、届け出を受理す

るのです。ということは、本学の３６協定書が労基署の求める要件を満たしていなかったのです。過半数代

表者の選挙がそれに該当するならば、法人の意向によって行われた過半数代表者の選出に問題があった

ことになります。立て続けに２回も３６協定書が受理されなかった問題の責任は、その選挙実施を主導した

理事長を始めとする法人・事務局側にあります。 

しかし、通知文では、自らの責任を隠蔽するために、わざわざ「同署に対して今般の本学における選挙が

無効である旨の声が寄せられていることを踏まえ」と書き加えることで、「声を寄せた側」に責任転嫁して

いるのです。前号組合ニュースでお伝えしたような、選挙管理委員会に選挙運営の責任を全て押し付け、み

ずからは逃げ隠れているのと同様の手法です。法人・事務局側による悪質な責任逃れにごまかされてはい

けません。 

 

労基署が協定書を受理していないことの意味は？ 

労基署が立て続けに２回も選挙結果を受理しなかったということは、一連の過半数代表者の選挙そのも

のが無効ということです。選出の基となる要領を作成し直し、選挙も一からやり直すべきです。 

８月２日投票の選出選挙および８月２１日～２３日投票の信任投票の結果について、労基署は受理しません

でした。労基署が不受理とした理由は、９月２９日の告示によると、要領の第８条（選挙資格者）第１項に「学生

アルバイトを除く」とあったことによるものです。要領で定められた選挙資格者が適正でなかった、つまり要

領の不備により、労働基準法に違反した選挙が行われたのが理由です。 

選挙管理委員会は急を要するとの理由から、また、おそらく要領の第２０条第２項にある「軽微な改正」と

いう一文に基づいて、第８条第 1 項の条文にある「（学生アルバイトを除く）」の削除と、附則にある要領の施

行期日を「平成３０年９月２７日から」への変更、という２つの改正を行いました（そもそも、選挙に関するルー

ルで選挙権者に誤りがあるというのは、重大な瑕疵であり、軽微な改正で済まされるものではないはずで

す）。 

そして、今度は新たな要領に基づき、９月２７日以前の要領によって実施された選挙結果に対する、アルバ

イトのみの追加投票をすると公示しました。その結果、次のような矛盾と問題が生じました。 

まず、新たな要領は９月２７日から有効であり、それ以前に遡及して適用することはできないはずです。し

たがって、それ以前の要領に基づいて実施された選挙結果を遡及して適用しようとすることには、大きな

矛盾があります。 

次に、選挙権者についても問題があります。９月２７日以前の２度の選挙の時と、新要領による９月２９日公

示、１０月５日投票の時とでは、選挙資格者名簿の内容が異なります。特に非常勤については、雇用期間が春

学期で終了したり、秋学期から開始したりする者が少なくありません。「選挙公示日（７月１０日）に雇用契約

している」選挙権者による信任投票を１０月５日に実施することにより、その選挙の効力に大いなる疑問を抱

かざるを得ません。 

その他にも、要領については、９月２７日に「改正」されてもなお、不適切さを指摘できる条文が残っていま

す。また、効力の無くなった以前の要領によって設置された選挙管理委員会も、９月２７日以降は選挙業務を

遂行する権限も失ったはずです。存在の根拠が疑問視される選挙管理委員会が、２９日に要領の改正を告

示し、信任投票の追加投票も公示し、１０月５日に投票結果の公示も出した、という矛盾も生じています。 

したがって、文書や掲示などでいくら「公正に実施された」と強弁しても、一連の選挙はこのように重大

な瑕疵に基づいて実施されたのですから、選出された過半数代表者も無効とするのが自然です。そもそも、

労基署は以前の要領によって選ばれた過半数代表者が適正に選出されていないと判断したために、協定

書を不受理としたのですから、以前の要領によって実施された選挙結果は無効とし、その上で新たな要領

を作り直し、それに基づいて選挙を最初からやり直せばよかったのです。 
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そして、９月２７日の要領によって１０月５日に実施された投票結果も、労基署は受理しませんでした。二度

にわたる労基署の不受理は、もうこれ以上、法人・事務局側が主導して要領を作成し、過半数代表者を選出

すること自体に無理があることを示しています。 

 

組合は、新たな要領を組合が作成することを要求 

そこで、組合は１０日に４ページにあるような要求書を理事長あてに提出し、組合が新たな要領を作成す

ることを要求しました。 

８月２４日の団体交渉でも、法人側出席者は「過半数代表者は労働者の代表だから、労働者の団体である

組合が主導することが望ましい」ということを認めていました。ところが、「前例が無いから」という理由だ

けで、法人・事務局側は組合からの要求を聞かず、また組合からの同意も得ることなく、自ら作成した要領に

基づく選挙を強行し続けたのです。その結果が、労働基準監督署による二度の不受理です。 

すなわち、理事長を始めとする法人は、７月３日と９日に教職員向けに通知を出し、事務局に作成させ、自

ら施行を決定した要領を基に、選挙管理委員会を設置して過半数代表者の選出選挙を始めました。８月２日

投票の選挙と８月２１日～２３日の信任投票で選出された過半数代表者と３６協定を締結しましたが、労働基

準監督署はその協定書を不受理としました。さらには、法人・事務局側は９月２７日に選挙管理委員会に要領

を改正させましたが、それ以前の要領で選出された過半数代表者と選挙管理委員会は、どちらもその時点

で無効となりました。ところが、法人・事務局側は、権限を失った選挙管理委員会に、１０月５日に学生アルバ

イトのみの、無効となった選挙で最多得票者だった過半数代表者に対する信任投票の追加投票を強行させ

ました。その上、法人・事務局側は要領にある２週間の異議申し立て期間を守らず、投票当日に３６協定書を

労基署に届け出ました。しかし、労基署は再びその協定書の受理をすることなく、現在、協定書が適正かど

うかを検討しているのです。 

以上の経過を振り返ると、一連の選挙がうまくいかなかった責任が法人・事務局側にあることは明らかで

す。これまで法人・事務局側作成の要領を基にして行われた選挙の結果は、いずれも労基署から受理され

ないのですから、法人・事務局側主導による過半数代表者選出は全く適正に行われなかったことになります。

先述したように、要領は、選挙管理委員会の判断で改めた第８条以外にも、条文に不備があります。それに、

もとより組合は法人・事務局側作成の要領による選挙の実施には合意しておらず、労使の合意の無い過半

数代表者の選出そのものも適正とは見なされません。 

したがって、法人・事務局側は改めて組合と過半数代表者の選出方法について交渉に応じ、今後は労働

者の団体である組合が新たに要領を作成し直し、さらに選出方法も組合が主導する、すなわち組合作成の

要領を基に選出するという、本来の労働者側による選出という方法にすべきです。法人・事務局側は、組合

主導の過半数代表者の選出が上手くいくようサポートすることこそが、本来の役割と言うべきです。 

ところが、５ページに掲載した１０月１６日付けの法人からの回答は、これまでの一連の選挙結果がいずれ

も適切に行われてこなかった現状に対する認識が全く無く、非常に無責任な内容となっています。また、組

合が新たな要領を作成することに対しても、ＹＥＳもＮＯも示さず、ただ自らの認識を披歴するだけであり、正

面からの回答をはぐらかしています。「誠実に回答されることを強く要望します」という組合の要求に対す

る法人の回答には、誠実さの欠片もありません。 

 

 

今年度の教職員組合では、勉強会やレクリエーションも実施予定です 

 今年度の教職員組合では、勉強会やレクリエーションなどの企画も実施していく予定です。いずれも、組

合員の方だけでなく、非組合員の方も参加可能です。 後日、これらの企画の開催案内を組合ニュースに

掲載しますので、ご確認願います。 
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２０１８年１０月１１日 

２０１８札労組－１８ 

 

学校法人札幌大学 

  理事長 荒川 裕生 様 

札幌大学教職員組合     

  執行委員長 佐藤 郁夫 

 

学校法人札幌大学労働者の過半数代表者の選出に関する要求書 

 

 学校法人札幌大学労働者の過半数代表者の選出に関して、以下のように要求します。誠実に回答される

ことを要求します。 

 

１．学校法人札幌大学労働者の過半数代表者の選出に関して、新たな選出要領を組合が作成することを要

求する。 

【理由】 

１０月１１日に人事担当より出された「３６協定に関するお知らせ」とメールによると、８月２日投票の選出選

挙および８月２１日～２３日投票の信任投票の選挙結果に続き、今回の１０月５日の信任投票の追加投票結果

も、結果として労働基準監督署にいまだに受理されていないことが明らかとなった。 

また、労基署に二度も不受理とされていることからも、法人・事務局側作成の要領の不備は明白である。 

そもそも組合は法人・事務局側作成の選出要領による選挙は認めておらず、法人が過半数代表選出選挙の

実施を主導すること自体にも合意していない。 

 以上の理由から、過半数代表者の選出方法に関して、新たな選出要領を組合が作成することを要求す

る。 

 

以上 

 

上記について、１０月１６日（火曜日）までに書記長に文書で回答を提出することを要求します。誠実に回答さ

れることを強く要望します。 

 

 

 


